




○
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図

る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
抄
） 

 

（
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
） 

第
二
条 

著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
で
あ
っ
て
、
当
該
非
常
災
害
の

被
害
者
の
行
政
上
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
り
、
又
は
当
該
非
常
災
害
に

よ
り
債
務
超
過
と
な
っ
た
法
人
の
存
立
、
当
該
非
常
災
害
に
よ
り
相
続
の
承

認
若
し
く
は
放
棄
を
す
べ
き
か
否
か
の
判
断
を
的
確
に
行
う
こ
と
が
困
難
と

な
っ
た
者
の
保
護
、
当
該
非
常
災
害
に
起
因
す
る
民
事
に
関
す
る
紛
争
の
迅

速
か
つ
円
滑
な
解
決
若
し
く
は
当
該
非
常
災
害
に
係
る
応
急
仮
設
住
宅
の
入

居
者
の
居
住
の
安
定
に
資
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
特
に
必
要
と

認
め
ら
れ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
当
該
非
常
災
害
を
特
定
非
常
災

害
と
し
て
政
令
で
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政

令
に
は
、
当
該
特
定
非
常
災
害
が
発
生
し
た
日
を
特
定
非
常
災
害
発
生
日
と

し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
政
令
に
お
い
て
は
、
次
条
以
下
に
定
め
る
措
置
の
う
ち
当
該
特
定
非
常

災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
指
定
の
後
、

新
た
に
そ
の
余
の
措
置
を
適
用
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
を
政
令

で
追
加
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
行
政
上
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
す
る
措
置
） 

第
三
条 

次
に
掲
げ
る
権
利
利
益
（
以
下
「
特
定
権
利
利
益
」
と
い
う
。
）
に

係
る
法
律
、
政
令
又
は
（
中
略
）
命
令
若
し
く
は
（
中
略
）
告
示
（
以
下
「
法

令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
を
所
管
す
る
国
の
行
政
機
関
（
中

略
）
の
長
（
中
略
）
は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
特
定
権
利
利
益
で
あ

っ
て
そ
の
存
続
期
間
が
満
了
前
で
あ
る
も
の
を
保
全
し
、
又
は
当
該
特
定
権

利
利
益
で
あ
っ
て
そ
の
存
続
期
間
が
既
に
満
了
し
た
も
の
を
回
復
さ
せ
る
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
（
以
下
「
延
長
期
日
」

と
い
う
。
）
を
限
度
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を

延
長
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

法
令
に
基
づ
く
行
政
庁
の
処
分
（
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
前
に
行
っ

た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
権
利
そ
の
他
の
利
益
で
あ
っ
て
、

そ
の
存
続
期
間
が
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
に
満
了
す
る
も
の 

二 

法
令
に
基
づ
き
何
ら
か
の
利
益
を
付
与
す
る
処
分
そ
の
他
の
行
為
を
当

該
行
為
に
係
る
権
限
を
有
す
る
行
政
機
関
（
国
の
行
政
機
関
及
び
こ
れ
ら

に
置
か
れ
る
機
関
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
限
る
。
）
に
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
権
利
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
続
期
間
が
特
定
非
常
災
害
発
生

日
以
後
に
満
了
す
る
も
の 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
措
置
は
、
告
示
に
よ
り
、
当
該
措
置
の
対
象

と
な
る
特
定
権
利
利
益
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
ご
と
に
、
地
域
を
単
位

と
し
て
、
当
該
措
置
の
対
象
者
及
び
当
該
措
置
に
よ
る
延
長
後
の
満
了
日
を

指
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
措
置
の
ほ
か
、
同
項
第
一
号
の
行
政
庁
又

は
同
項
第
二
号
の
行
政
機
関
（
次
項
に
お
い
て
「
行
政
庁
等
」
と
い
う
。
）

は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
特
定
権
利
利
益
に
つ
い
て

保
全
又
は
回
復
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
満
了
日
の
延



長
の
申
出
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
延
長
期
日
ま
で
の
期
日
を
指
定
し
て

そ
の
満
了
日
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４
～
５ 
（
略
） 

(

期
限
内
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
義
務
に
係
る
免
責
に
関
す
る
措
置) 

第
四
条 

特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
に
法
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
履
行
期
限

が
到
来
す
る
義
務(
以
下
「
特
定
義
務
」
と
い
う
。)

で
あ
っ
て
、
特
定
非
常

災
害
に
よ
り
当
該
履
行
期
限
が
到
来
す
る
ま
で
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
も
の

に
つ
い
て
、
そ
の
不
履
行
に
係
る
行
政
上
及
び
刑
事
上
の
責
任(

過
料
に
係
る

も
の
を
含
む
。
以
下
単
に
「
責
任
」
と
い
う
。)

が
問
わ
れ
る
こ
と
を
猶
予
す

る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て

四
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責

に
係
る
期
限(

以
下
「
免
責
期
限
」
と
い
う
。)
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

免
責
期
限
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
免
責
期
限
が
到
来
す
る
日
の

前
日
ま
で
に
履
行
期
限
が
到
来
す
る
特
定
義
務
が
免
責
期
限
が
到
来
す
る
日

ま
で
に
履
行
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
特
定
義
務
が
特
定
非
常
災
害
に
よ
り
履

行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
責
任
は
問
わ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。 

３ 

免
責
期
限
が
定
め
ら
れ
た
後
、
前
二
項
に
定
め
る
免
責
の
措
置
を
免
責
期

限
が
到
来
す
る
日
の
翌
日
以
後
に
お
い
て
も
特
に
継
続
し
て
実
施
す
る
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
政
令
で
、
特
定
義
務
の
根
拠
と
な
る
法
令

の
条
項
ご
と
に
、
新
た
に
、
当
該
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
に

係
る
期
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
義
務
が
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
事
由
に
よ
り
そ
の
履
行
期
限
が
到
来
す
る
ま
で
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場

合
に
つ
い
て
他
の
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。 

 



政
令
第
五
号

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関

す
る
政
令

内
閣
は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第

八
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
前
段
、
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
並
び
に
第
七

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
定
非
常
災
害
の
指
定
）

第
一
条

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
特
定
非
常
災
害
と
し
て
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害
を
指
定
し
、
同
年
一
月
一
日
を
同

項
の
特
定
非
常
災
害
発
生
日
と
し
て
定
め
る
。

（
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）

第
二
条

前
条
の
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
と
し
て
、
法
第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
指
定

す
る
。



（
行
政
上
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
期
日
）

第
三
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
六
年
六
月
三
十
日
と
す

る
。

（
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
に
係
る
期
限
）

第
四
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責

に
係
る
期
限
は
、
令
和
六
年
四
月
三
十
日
と
す
る
。

（
法
人
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
期
日
）

第
五
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
と

す
る
。

（
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び
期
日
）

第
六
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は
、
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
際
し
災

害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区

域
と
す
る
。



２

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
六
年
九
月
三
十
日
と
す
る
。

（
調
停
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び
期
日
）

第
七
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は
、
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
際
し
災

害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区
域
と
す
る
。

２

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
八
年
十
二
月
三
十
一
日
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



一
頁

○
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
一
号

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る

政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
五
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害
に
関
し
、
特
定
非
常
災
害
の
被

害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
延
長
す
る
措
置
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め

る
。

令
和
六
年
一
月
十
一
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

松
村

祥
史

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
延
長
す
る
措
置
（
以
下
「
満
了
日
延
長
措
置
」
と
い
う
。
）
の
対
象
者
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
法
令
の
条
項
ご
と
に
、
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適

用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区
域
に
住
所
（
警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第

五
条
第
四
項
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部



二
頁

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五

号
）
第
五
十
一
条
の
八
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
権
利
利
益
に
つ
い
て
は
、
そ
の
主
た
る
営
業
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
）
を
有
す
る
者
又
は
法
人
で
あ
っ
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
満
了
日
延
長
措
置
に
よ
る
延
長
後
の
満
了
日

は
、
令
和
六
年
六
月
三
十
日
と
す
る
。

対
象
と
な
る
特
定
権
利
利
益
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

対

象

者

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号

現
に
許
可
済
猟
銃
を
所
持
し
て
い
る
者

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
二
号

震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
に
よ
り
許
可
済
猟

銃
を
亡
失
し
、
又
は
許
可
済
猟
銃
が
滅
失
し
た
者

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
三
号

海
外
旅
行
、
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
り
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
七
条
の

三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が



三
頁

で
き
な
か
っ
た
者

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
四
号

合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
五
号

教
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
の
二
第
七
項
第
一
号

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
七
条
の
二
第
一
項

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
る
猟
銃
若
し
く
は
空
気
銃
又
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所

持
の
許
可
（
同
法
第
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
更

新
さ
れ
た
許
可
を
除
く
。
）
を
受
け
た
者

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
七
条
の
二
第
二
項

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
猟
銃
若
し
く
は
空
気
銃
又
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
の
更
新
を
受
け
た
者

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
四
条
又
は
第
六
条
の
規
定

に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者



四
頁

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
九
条
の
五
第
二
項

教
習
資
格
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
の
八
第
六
項

道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録

を
受
け
た
法
人

道
路
交
通
法
第
八
十
七
条
第
六
項

仮
免
許
を
受
け
た
者

道
路
交
通
法
第
九
十
条
第
一
項

道
路
交
通
法
第
八
十
九
条
第
一
項
の
運
転
免
許
試
験
に
合

格
し
た
者

道
路
交
通
法
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項

道
路
交
通
法
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
免
許

証
の
交
付
又
は
更
新
を
受
け
た
者

道
路
交
通
法
第
九
十
二
条
の
二
第
二
項

道
路
交
通
法
第
九
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
免
許

証
の
交
付
を
受
け
た
者

道
路
交
通
法
第
九
十
二
条
の
二
第
三
項

道
路
交
通
法
第
九
十
二
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
免
許

証
の
交
付
を
受
け
た
者

道
路
交
通
法
第
九
十
六
条
の
二

道
路
交
通
法
第
九
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
運
転
免
許
試



五
頁

験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

道
路
交
通
法
第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に

道
路
交
通
法
第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
運
転

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

免
許
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
運
転

免
許
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
）

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号

道
路
交
通
法
第
八
十
九
条
第
三
項
後
段
に
規
定
す
る
書
面

を
有
す
る
者

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

る
卒
業
証
明
書
又
は
修
了
証
明
書
を
有
す
る
者

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
免
許
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
な
か
っ
た
者

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定

す
る
免
許
申
請
書
を
提
出
し
た
日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十



六
頁

五
歳
以
上
の
者

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定

す
る
免
許
申
請
書
を
提
出
し
た
日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十

五
歳
以
上
の
者

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
に
規
定

す
る
免
許
申
請
書
を
提
出
し
た
日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十

五
歳
以
上
の
者

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す

る
免
許
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
な
か
っ
た
者

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す

る
免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
者

道
路
交
通
法
第
百
条
の
二
第
一
項
第
一
号

準
中
型
免
許
、
普
通
免
許
、
大
型
二
輪
免
許
、
普
通
二
輪

免
許
又
は
原
付
免
許
を
受
け
た
者



七
頁

道
路
交
通
法
第
百
条
の
二
第
一
項
第
二
号

準
中
型
免
許
、
普
通
免
許
、
大
型
二
輪
免
許
、
普
通
二
輪

免
許
又
は
原
付
免
許
を
受
け
た
者

道
路
交
通
法
第
百
一
条
の
四
第
一
項

免
許
証
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
更
新
期
間
が
満

了
す
る
日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十
歳
以
上
の
も
の

道
路
交
通
法
第
百
一
条
の
四
第
二
項

免
許
証
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
更
新
期
間
が
満

了
す
る
日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十
五
歳
以
上
の
も
の

道
路
交
通
法
第
百
一
条
の
四
第
三
項

免
許
証
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
更
新
期
間
が
満

了
す
る
日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十
五
歳
以
上
の
も
の

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十

大
型
自
動
二
輪
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者

号
）
第
二
十
六
条
の
三
の
三
第
一
項
第
二
号
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

道
路
交
通
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
三
の
三
第
一
項
第
三

大
型
自
動
二
輪
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者

号
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）



八
頁

道
路
交
通
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
三
の
三
第
二
項
第
一

普
通
自
動
二
輪
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者

号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

道
路
交
通
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
三
の
三
第
二
項
第
二

普
通
自
動
二
輪
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者

号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

道
路
交
通
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
第
一
号

準
中
型
自
動
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
第
二
号

準
中
型
自
動
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
第
三
号

準
中
型
自
動
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
第
一
号
イ

準
中
型
自
動
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
第
一
号
ロ

準
中
型
自
動
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
第
一
号
ハ

準
中
型
自
動
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
第
一
号
ニ

準
中
型
自
動
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
第
二
号
イ

普
通
自
動
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
第
二
号
ロ

普
通
自
動
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者



九
頁

道
路
交
通
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
第
二
号
ハ

普
通
自
動
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
第
二
号
ニ

普
通
自
動
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
一

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
一

号
ロ

号
ロ
に
規
定
す
る
卒
業
証
明
書
を
有
す
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
一

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
一

号
ハ

号
ハ
に
規
定
す
る
教
習
の
課
程
を
終
了
し
た
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
一

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
一

号
ホ

号
ホ
に
規
定
す
る
免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
二

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
二

号

号
に
規
定
す
る
講
習
を
終
了
し
た
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
二

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
二

号
ハ

号
ハ
に
規
定
す
る
免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
二
項
第
一

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
に
係
る
卒
業
証
明
書
を
有
す
る
者



一
〇
頁

号
ロ

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
二
項
第
一

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
二
項
第
一

号
ハ

号
ハ
に
規
定
す
る
教
習
の
課
程
を
終
了
し
た
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
二
項
第
一

普
通
自
動
二
輪
車
に
相
当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に

号
ホ

関
す
る
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と

が
あ
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
二
項
第
二

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
二
項
第
二

号

号
に
規
定
す
る
講
習
を
終
了
し
た
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
二
項
第
二

普
通
自
動
車
に
相
当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に
関
す

号
ハ

る
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ

る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
三
項
第
二

一
般
原
動
機
付
自
転
車
に
相
当
す
る
種
類
の
車
両
の
運
転

号

に
関
す
る
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
を
受
け
て
い
た
こ



一
一
頁

と
が
あ
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
三
項
第
三

道
路
交
通
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
講

号

習
を
終
了
し
た
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
四
項
第
一

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
に
係
る
卒
業
証
明
書
を
有
す
る
者

号
ロ

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
四
項
第
一

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
四
項
第
一

号
ハ

号
ハ
に
規
定
す
る
教
習
の
課
程
を
終
了
し
た
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
四
項
第
二

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
四
項
第
二

号

号
に
規
定
す
る
講
習
を
終
了
し
た
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
二
第
一
号
イ

道
路
交
通
法
第
八
十
九
条
第
三
項
後
段
に
規
定
す
る
書
面

を
有
す
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
二
第
一
号
ロ

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
に
係
る
卒
業
証
明
書
を
有
す
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
二
第
一
号
ホ

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
二
第
一
号
ホ
に
規
定



一
二
頁

す
る
成
績
を
得
た
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
二
第
二
号
ロ

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
に
係
る
卒
業
証
明
書
を
有
す
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
二
第
二
号
ニ

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
二
第
二
号
ニ
に
規
定

す
る
成
績
を
得
た
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
五
第
一
号
ハ

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
五
第
一
号
ハ
に
規
定

す
る
成
績
を
得
た
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
五
第
二
号
ハ

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
五
第
二
号
ハ
に
規
定

す
る
成
績
を
得
た
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
五
第
三
号
ロ

道
路
交
通
法
第
八
十
九
条
第
三
項
後
段
に
規
定
す
る
書
面

を
有
す
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
五
第
三
号
ハ

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
五
第
三
号
ハ
に
規
定

す
る
成
績
を
得
た
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
五
第
三
号
ニ

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
五
第
三
号
ニ
に
規
定



一
三
頁

す
る
成
績
を
得
た
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
五
第
四
号

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
五
第
四
号
に
規
定
す

る
準
中
型
自
動
車
仮
運
転
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
五
第
五
号

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
五
第
五
号
に
規
定
す

る
普
通
自
動
車
仮
運
転
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
五
第
六
号

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
五
第
六
号
に
規
定
す

る
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
七
条
の
六
第
一
号

道
路
交
通
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る

講
習
を
受
け
た
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
七
条
の
六
第
二
号

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
七
条
の
六
第
二
号
に
規
定
す

る
講
習
を
終
了
し
た
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
七
条
の
六
第
三
号

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
七
条
の
六
第
三
号
に
規
定
す

る
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
課
程
を
終
了
し
た
者



一
四
頁

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
七
条
の
六
の
二
第
一
号

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
七
条
の
六
の
二
第
一
号
に
規

定
す
る
講
習
を
終
了
し
た
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
七
条
の
六
の
二
第
二
号

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
七
条
の
六
の
二
第
二
号
に
規

定
す
る
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
課
程
を
終
了
し
た
者

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
五
（
同
令
第
三

道
路
交
通
法
第
百
四
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
運
転

十
九
条
の
二
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

経
歴
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
道
路
交
通

む
。
）

法
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
百
五
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
百
四
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
）

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年

十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）
附
則
第
九
条
第
一
号

法
律
第
四
十
号
）
附
則
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
限
定

が
解
除
さ
れ
た
者



一
五
頁

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第
九

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
二

条
第
二
号

号
に
規
定
す
る
限
定
が
解
除
さ
れ
た
者

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六

道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

十
号
）
第
十
八
条
の
二
第
一
項

る
講
習
を
終
了
し
た
者

道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
二

特
定
失
効
者
又
は
特
定
取
消
処
分
者

道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
四
第
一
号

道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定

す
る
免
許
を
受
け
た
者

道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
四
第
二
号

道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定

す
る
適
性
検
査
を
受
け
た
者

道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
四
第
三
号

道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
四
第
三
号
に
規
定

す
る
医
師
が
作
成
し
た
診
断
書
そ
の
他
の
書
類
を
公
安
委

員
会
に
提
出
し
た
者

道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条
の
二
の
三
第
一
号

免
許
証
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
更
新
期
間
が
満



一
六
頁

了
す
る
日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十
五
歳
以
上
の
も
の

道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条
の
二
の
三
第
二
号

免
許
証
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
更
新
期
間
が
満

了
す
る
日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十
五
歳
以
上
の
も
の

道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条
の
二
の
三
第
三
号

免
許
証
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
更
新
期
間
が
満

了
す
る
日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十
五
歳
以
上
の
も
の

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
国
家
公

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
第
十
七
条
第
一
項
第

安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号

一
号
に
規
定
す
る
成
績
を
得
た
者

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
第
十
七
条
第
一
項
第

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
第
十
七
条
第
一
項
第

二
号

二
号
に
規
定
す
る
講
習
を
修
了
し
た
者

運
転
免
許
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
国

特
定
失
効
者

家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）
第
五
条
第
一
項

警
備
業
法
第
五
条
第
四
項

警
備
業
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
証
の
交
付

を
受
け
た
者
及
び
同
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認



一
七
頁

定
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
た
者

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進

す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改

す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項

正
す
る
法
律
の
施
行
の
際
現
に
警
備
業
法
第
四
条
の
認
定

を
受
け
て
い
る
者

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六

号
）
第
十
条
第
二
項

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支

の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
三
項

給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十

条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
前
に
同
条
第
一

項
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者



一
八
頁

金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十

等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第

号
）
第
六
条
第
三
項

六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
前
に
同
条
第

一
項
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
十
八
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
九
条
第
三
項

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
九
条

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の

第
四
項

支
給
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
を

経
過
す
る
前
に
同
条
第
一
項
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
者

備
考

こ
の
表
中
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
上
欄
に
規
定
す
る
法
令
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及

び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。




